
平成30年２月14日
厚生労働省専用第21会議室（17階）

午後２時から

１． 開　会

２． 審議事項

議題 １．

（資料 １）

議題 ２．
（資料 ２）

議題 ３．

（資料 ３）

議題 ４．

（資料 ４）

議題 ５．

（資料 ５）

議題 ６．

（資料 ６）

議題 ７．

（資料 ７）

議題 ８．

（資料 ８）

議題 ９．

（資料 ９）

議題10．

（資料 10）

ジエチル＝スルフアート及びこれを含有する製剤の劇物の指定につい
て

薬 事 ・ 食 品 衛 生 審 議 会

議 事 次 第
平成29年度 第１回毒物劇物部会

（トリクロロメチル）ベンゼン及びこれを含有する製剤の毒物の指定
について

２－クロロピリジン及びこれを含有する製剤の毒物の指定について

（ジクロロメチル）ベンゼン及びこれを含有する製剤の毒物の指定に
ついて

２－ヒドロキシエチル＝アクリラート及びこれを含有する製剤の毒物
の指定について

５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリ
メチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤の毒物の指定について

ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン及びこれを含有する
製剤の毒物の指定について

２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート及びこれを含有する製剤の毒
物の指定について

Ｎ－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン及びこれを含有
する製剤の劇物の指定について

エタン－１，２－ジアミン及びこれを含有する製剤の劇物の指定につ
いて



議題11．

（資料 11）

議題12．
（資料 12）

議題13．

（資料 13）

議題14．

（資料 14）

議題15．

（資料 15）

議題16．

（資料 16）

議題17．
（資料 17）

議題18．

（資料 18）

議題19．

（資料 19）

議題20．

（資料 20）

議題21．

（資料 21）

議題22．
（資料 22）

３． 報告事項

（資料 23）

Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパン－１，３－ジアミン及びこれを含有する製
剤の劇物の指定について

水酸化リチウム及びこれを含有する製剤の劇物の指定について

レソルシノール及びこれを含有する製剤（ただし、レソルシノール２
０％以下を含有するものを除く。）の劇物の指定について

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について

１－（３－クロロ－２－ピリジル）－４′－シアノ－２′－メチル－
６′－（メチルカルバモイル）－３－［［５－（トリフルオロメチ
ル）－２Ｈ－１，２，３，４－テトラゾール－２－イル］メチル］－
１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサニリド及びこれを含有する製剤の
劇物からの除外について

４′－（シアノメチル）－２－イソプロピル－５，５－ジメチルシク
ロヘキサンカルボキサニリド及びこれを含有する製剤の劇物からの除
外について

２，３，３，３－テトラフルオロ－２－（トリフルオロメチル）プロ
パンニトリル及びこれを含有する製剤の劇物からの除外について

無水酢酸０.２％以下を含有する製剤の劇物からの除外について

水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤の劇物の指定につい
て

１，２，３－トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤の劇物の指
定について

二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤の劇物の指定
について

Ｎ，Ｎ′－ビス（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン及び
これを含有する製剤の劇物の指定について

ホスホン酸及びこれを含有する製剤の劇物の指定について



４． その他

５． 閉　会

（追加資料）
当日配付資料 １：

（参考資料）
毒物劇物の判定基準（最終改定：平成29年２月）

平成30年度以降の毒物及び劇物指定のためのGHS分類で健康に対する有害
性が区分１～３及び危険物輸送に関する国連勧告で毒物又は腐食性物質で
ある物質


